
目

次

告

示

○
児
童
福
祉
法
に
よ
る
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqq（
障

が

い

福

祉

課
）
…
一

○
児
童
福
祉
法
に
よ
る
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
障
害
児
通
所

支
援
事
業
の
廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
地
籍
調
査
事
業
計
画
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
農
村
整
備
課
）
…
二

○
コ
イ
の
持
ち
出
し
禁
止
に
係
る
水
域
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
水
産
振
興
課
）
…
二

○
道
路
の
供
用
の
開
始
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
道

路

課
）
…
二

○
都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
都
市
計
画
課
）
…
二

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

出
先
機
関

○
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
上
北
農
林

水
産
事
務
所
）
…
四

○
青
森
県
営
農
大
学
校
の
短
期
研
修
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
営
農
大
学
校
）
…
五

告

示

青
森
県
告
示
第
百
六
十
五
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
児
通
所
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五

の
二
十
五
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者

障
害
児
通

所
支
援
の

種
類

障
害
児
通
所
支
援
事
業
を

行

う

事

業

所

指

定

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

特
定
非
営
利

活
動
法
人
ら

・
ぽ
る
と

弘
前
市
大
字
浜
の

町
北
二
丁
目
五
の

三

放
課
後
等

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

こ
ど
も
サ

ポ
ー
ト
ｋ
ｉ

ｎ
ｏ
ｎ
ｅ
カ

ノ
ン

弘
前
市
大
字
浜
の

町
北
二
丁
目
五
の

六

令
和八･
三･
一

青
森
県
告
示
第
百
六
十
六
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
か
ら
障
害
児
通
所
支
援
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出

が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
五
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者

障
害
児
通

所
支
援
の

種
類

障
害
児
通
所
支
援
事
業
を

行

う

事

業

所

廃

止

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

一
般
社
団
法

人
Ｍ
Ｉ
Ｎ
Ｏ

Ｌ
Ｉ
Ａ

三
沢
市
淋
代
三
丁

目
三
九
二

児
童
発
達

支
援

児
童
発
達
支

援
事
業
所
み

の
り
あ

三
沢
市
東
町
三
丁

目
九
の
七
ス
タ
ジ

オ
Ｒ

令
和八･
三･三一

一
般
社
団
法

人
Ｍ
Ｉ
Ｎ
Ｏ

Ｌ
Ｉ
Ａ

三
沢
市
淋
代
三
丁

目
三
九
二

保
育
所
等

訪
問
支
援
児
童
発
達
支

援
事
業
所
み

の
り
あ

三
沢
市
東
町
三
丁

目
九
の
七
ス
タ
ジ

オ
Ｒ

〃

合
同
会
社
Ｗ

ａ
ｋ
ｅ

つ
が
る
市
大
字
稲

垣
町
沼
崎
幾
代
崎

七
四
の
二

放
課
後
等

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

放
課
後
等
デ

イ
サ
ー
ビ
ス

め
ざ
め

つ
が
る
市
木
造
永

田
松
下
九
の
四

〃

青
森
県
報
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号
外
第
十
九
号

令
和
八
年三

月
二
十
五
日

（
水
曜
日
）



社
会
福
祉
法

人
養
正
会

三
戸
郡
階
上
町
大

字
金
山
沢
字
道
合

三
の
四

放
課
後
等

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

ホ
ー
プ
フ
ル

の
ぎ
く
園

三
戸
郡
階
上
町
大

字
金
山
沢
字
道
合

三
の
四

〃

社
会
福
祉
法

人
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー
虹
八
戸
市
大
字
尻
内

町
字
鴨
ヶ
池
九
六

の
三

放
課
後
等

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー
あ
さ

ひ

三
戸
郡
南
部
町
大

字
下
名
久
井
字
前

田
一
七
の
一

〃

青
森
県
告
示
第
百
六
十
七
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和

七
年
度
地
籍
調
査
事
業
計
画
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す

る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

調
査
を
行
う

者
の
名
称

調

査

地

域

調
査
期
間

青

森

市

新
城
山
田
第
七
地
区

令
和
七
年
四
月
一

日
か
ら
令
和
八
年

五
月
三
十
一
日
ま

で

八

戸

市

松
館
（
三
）
、
松
館
（
四
）

令
和
八
年
三
月
十

六
日
か
ら
令
和
八

年
三
月
三
十
一
日

ま
で

五
所
川
原
市

松
島
町
の
一
部
（
四
）

令
和
七
年
四
月
一

日
か
ら
令
和
八
年

八
月
三
十
一
日
ま

で

む

つ

市

大
字
田
名
部
字
立
山
の
一
部
、
二
又
川
目
の
一
部

令
和
七
年
四
月
一

日
か
ら
令
和
八
年

七
月
三
十
一
日
ま

で

青
森
県
告
示
第
百
六
十
八
号

令
和
八
年
青
森
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
指
示
第
一
号
（
コ
イ
の
持
ち
出
し
禁
止
及
び
放
流
の

制
限
等
）
に
基
づ
き
、
コ
イ
の
持
ち
出
し
を
禁
止
す
る
水
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

馬
淵
川
水
系
の
全
域
及
び
岩
木
川
水
系
の
全
域

青
森
県
告
示
第
百
六
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
令
和
八
年
四
月
二
十
四
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部

道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

国
道
三
四
○
号

八
戸
市
大
字
新
荒
町
二
○
の
二
か
ら

八
戸
市
大
字
荒
町
二
ま
で

令
和
八･
三･二五

県
道
櫛
引
上
名
久

井
三
戸
線

三
戸
郡
南
部
町
大
字
法
師
岡
字
大
道
ノ
下
一
七
の
一

か
ら

三
戸
郡
南
部
町
大
字
埖
渡
字
林
ノ
後
三
一
の
二
ま
で

〃

県
道
三
戸
南
部
線

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
同
心
町
二
〇
の
八
か
ら

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
八
日
町
三
の
一
ま
で

〃

青
森
県
告
示
第
百
七
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
階
上
都
市
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計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
令
和
八
年
三
月
十
六
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

施
行
者
の
名
称

階
上
町

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類

階
上
都
市
計
画
下
水
道
事
業
（
階
上
町
公
共
下
水
道
）

三

事
業
施
行
期
間

平
成
十
二
年
一
月
十
四
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可
（
令
和
五
年
三
月
二
十
七
日
青
森
県
告
示
第
二
百
二
十
七

号
）
の
事
業
地
に
変
更
な
し
。

２

使
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可
（
令
和
五
年
三
月
二
十
七
日
青
森
県
告
示
第
二
百
二
十
七

号
）
の
事
業
地
に
変
更
な
し
。

青
森
県
告
示
第
百
七
十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
弘
前
広
域

都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
令
和
八
年
三
月
十
六
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

施
行
者
の
名
称

弘
前
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類

弘
前
広
域
都
市
計
画
下
水
道
事
業

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
三
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可
（
令
和
三
年
九
月
十
三
日
青
森
県
告
示
第
六
百
二
十
九

号
）
の
事
業
地
の
う
ち
、
大
字
津
賀
野
字
浅
田
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る

２

使
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可
（
令
和
三
年
九
月
十
三
日
青
森
県
告
示
第
六
百
二
十
九

号
）
の
事
業
地
の
う
ち
、
大
字
悪
戸
字
中
野
、
大
字
悪
戸
字
鳴
瀬
、
大
字
悪
戸
字
青
柳
、
大
字

一
町
田
字
早
稲
田
、
大
字
一
町
田
字
浅
井
、
大
字
一
町
田
字
村
元
、
大
字
一
野
渡
字
山
下
、
大

字
一
野
渡
字
岡
本
、
大
字
一
野
渡
字
東
平
山
、
大
字
一
野
渡
字
西
平
山
、
大
字
一
野
渡
字
野

尻
、
大
字
下
湯
口
字
青
柳
、
大
字
下
湯
口
字
扇
田
、
大
字
下
湯
口
字
村
元
、
大
字
外
瀬
一
丁

目
、
大
字
外
瀬
二
丁
目
、
大
字
館
野
二
丁
目
、
大
字
岩
賀
二
丁
目
、
大
字
宮
地
字
富
田
、
大
字

宮
地
字
沢
田
、
大
字
宮
地
字
諏
訪
林
、
大
字
境
関
字
鶴
田
、
大
字
境
関
字
西
田
、
大
字
境
関
字

亥
ノ
宮
、
大
字
駒
越
字
高
田
、
大
字
堅
田
字
神
田
、
大
字
堅
田
五
丁
目
、
大
字
原
ケ
平
字
山

中
、
大
字
原
ケ
平
四
丁
目
、
大
字
五
所
字
野
沢
、
大
字
五
代
字
山
本
、
大
字
五
代
字
田
屋
敷
、

大
字
向
外
瀬
字
豊
田
、
大
字
向
外
瀬
四
丁
目
、
大
字
向
外
瀬
五
丁
目
、
大
字
高
崎
字
広
田
、
大

字
高
田
字
苺
原
、
大
字
高
田
二
丁
目
、
大
字
高
田
五
丁
目
、
大
字
黒
滝
字
二
ノ
松
本
、
大
字
坂

元
字
山
下
、
大
字
坂
元
字
山
元
、
大
字
三
世
寺
字
鳴
瀬
、
大
字
三
世
寺
字
月
見
野
、
大
字
山
崎

一
丁
目
、
大
字
山
崎
三
丁
目
、
大
字
山
崎
四
丁
目
、
大
字
山
崎
五
丁
目
、
大
字
自
由
ケ
丘
二
丁

目
、
大
字
自
由
ケ
丘
三
丁
目
、
大
字
若
葉
一
丁
目
、
大
字
樹
木
二
丁
目
、
大
字
樹
木
三
丁
目
、

大
字
小
栗
山
字
福
岡
、
大
字
小
栗
山
字
沢
部
、
大
字
小
栗
山
字
山
下
、
大
字
小
栗
山
字
芹
沢
、

大
字
小
栗
山
字
川
合
、
大
字
小
栗
山
字
長
田
、
大
字
小
栗
山
字
小
松
ケ
沢
、
大
字
小
栗
山
字
鷲

ノ
巣
、
大
字
小
沢
字
苺
原
、
大
字
小
沢
字
山
崎
、
大
字
小
沢
字
大
開
、
大
字
小
沢
字
広
野
、
大

字
小
沢
字
御
笠
見
、
大
字
小
沢
字
沢
田
、
大
字
小
沢
字
前
沢
、
大
字
小
沢
字
山
下
、
大
字
小
比

内
字
狐
森
、
大
字
小
比
内
三
丁
目
、
大
字
小
比
内
五
丁
目
、
大
字
松
木
平
字
富
永
、
大
字
松
木

平
字
松
山
下
、
大
字
松
木
平
字
松
元
、
大
字
城
南
五
丁
目
、
大
字
常
盤
坂
一
丁
目
、
大
字
常
盤

坂
三
丁
目
、
大
字
新
里
字
西
里
見
、
大
字
新
里
字
中
里
見
、
大
字
新
里
字
西
平
岡
、
大
字
新
里

字
東
里
見
、
大
字
真
土
字
大
川
、
大
字
水
木
在
家
字
桜
井
、
大
字
清
水
森
字
清
水
野
、
大
字
清

水
森
字
前
田
、
大
字
清
水
森
字
下
川
原
、
大
字
清
水
森
字
沼
田
、
大
字
清
水
森
字
村
元
、
大
字

清
水
森
字
沢
田
、
大
字
清
野
袋
一
丁
目
、
大
字
清
野
袋
三
丁
目
、
大
字
清
野
袋
四
丁
目
、
大
字

清
野
袋
五
丁
目
、
大
字
青
山
四
丁
目
、
大
字
青
山
五
丁
目
、
大
字
石
川
字
柳
田
、
大
字
石
川
字
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野
崎
、
大
字
石
川
字
小
山
田
、
大
字
石
川
字
泉
ケ
平
、
大
字
石
川
字
庄
司
川
添
、
大
字
石
川
字

留
岡
、
大
字
石
川
字
平
岡
、
大
字
石
川
字
川
原
田
、
大
字
石
川
字
中
川
原
、
大
字
石
川
字
泉

田
、
大
字
石
川
字
和
田
、
大
字
石
川
字
春
仕
内
、
大
字
石
川
字
村
元
、
大
字
石
川
字
石
川
、
大

字
石
川
字
家
岸
、
大
字
石
川
字
西
舘
下
、
大
字
石
川
字
長
者
森
、
大
字
石
川
字
大
仏
下
、
大
字

石
川
字
大
仏
、
大
字
石
渡
字
田
浦
、
大
字
石
渡
一
丁
目
、
大
字
石
渡
五
丁
目
、
大
字
川
合
字
浅

田
、
大
字
川
合
字
岡
本
、
大
字
船
水
一
丁
目
、
大
字
船
水
二
丁
目
、
大
字
大
開
二
丁
目
、
大
字

大
久
保
字
沼
田
、
大
字
大
久
保
字
宮
本
、
大
字
大
久
保
字
西
田
、
大
字
大
清
水
字
上
広
野
、
大

字
大
清
水
二
丁
目
、
大
字
大
清
水
三
丁
目
、
大
字
大
沢
字
梨
子
平
、
大
字
大
沢
字
竹
鼻
、
大
字

大
沢
字
西
前
田
、
大
字
大
沢
字
東
前
田
、
大
字
大
沢
字
苦
小
平
、
大
字
大
沢
字
上
村
元
、
大
字

大
沢
字
西
田
、
大
字
大
沢
字
稲
元
川
原
、
大
字
大
沢
字
下
村
元
、
大
字
大
沢
字
手
代
森
、
大
字

大
沢
字
鷲
上
沢
、
大
字
大
沢
字
鳥
井
長
根
、
大
字
大
沢
字
戸
谷
、
大
字
大
沢
字
大
萢
、
大
字
大

和
沢
字
沢
田
、
大
字
大
和
沢
字
里
見
、
大
字
大
和
沢
字
上
岸
田
、
大
字
中
崎
字
野
脇
、
大
字
中

崎
字
苅
田
、
大
字
中
崎
字
川
原
田
、
大
字
町
田
字
三
千
苅
、
大
字
町
田
一
丁
目
、
大
字
町
田
二

丁
目
、
大
字
町
田
三
丁
目
、
大
字
津
賀
野
字
浅
田
、
大
字
津
賀
野
字
宮
崎
、
大
字
津
賀
野
字
岡

本
、
大
字
土
堂
字
早
川
、
大
字
湯
口
字
二
ノ
安
田
、
大
字
藤
内
町
、
大
字
藤
野
二
丁
目
、
大
字

乳
井
字
平
山
、
大
字
乳
井
字
乳
井
、
大
字
八
代
町
、
大
字
百
田
字
岡
本
、
大
字
浜
の
町
北
二
丁

目
、
大
字
撫
牛
子
字
宮
本
、
大
字
撫
牛
子
五
丁
目
、
大
字
福
村
字
福
富
、
大
字
福
村
字
下
川

原
、
大
字
福
田
字
福
岡
、
大
字
福
田
二
丁
目
、
大
字
豊
田
二
丁
目
、
大
字
豊
田
三
丁
目
、
大
字

堀
越
字
柏
田
、
大
字
堀
越
字
柳
田
、
大
字
堀
越
字
川
合
、
大
字
堀
越
字
宮
本
、
大
字
堀
越
字
柳

元
、
大
字
門
外
字
川
面
、
大
字
門
外
字
栄
田
、
大
字
門
外
一
丁
目
、
大
字
門
外
二
丁
目
、
大
字

門
外
三
丁
目
、
大
字
門
外
四
丁
目
、
大
字
薬
師
堂
字
岡
本
、
大
字
龍
ノ
口
字
村
元
、
大
字
緑
ケ

丘
一
丁
目
及
び
大
字
和
泉
二
丁
目
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
し
、
大
字
茜
町
二
丁
目
、
大
字
茜

町
三
丁
目
、
大
字
賀
田
字
大
浦
、
大
字
境
関
一
丁
目
、
大
字
駒
越
字
高
田
、
大
字
五
代
字
早
稲

田
、
大
字
高
屋
字
本
宮
、
大
字
自
由
ケ
丘
一
丁
目
、
大
字
自
由
ケ
丘
二
丁
目
、
大
字
小
比
内
字

富
田
、
大
字
小
比
内
二
丁
目
、
大
字
小
比
内
三
丁
目
、
大
字
小
比
内
五
丁
目
、
大
字
清
水
森
字

村
元
、
大
字
早
稲
田
四
丁
目
、
大
字
大
久
保
字
西
田
、
大
字
湯
口
字
二
ノ
安
田
、
大
字
八
幡
字

安
田
、
大
字
八
幡
字
須
崎
、
大
字
福
村
字
新
舘
添
、
大
字
福
村
字
早
稲
田
、
大
字
福
田
一
丁

目
、
大
字
豊
田
一
丁
目
、
大
字
豊
田
二
丁
目
及
び
大
字
末
広
五
丁
目
を
加
え
る
。

青
森
県
告
示
第
百
七
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
弘
前
広
域

都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
令
和
八
年
三
月
十
六
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

施
行
者
の
名
称

大
鰐
町

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類

弘
前
広
域
都
市
計
画
下
水
道
事
業

三

事
業
施
行
期
間

平
成
四
年
十
二
月
四
日
か
ら
令
和
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

な
し

２

使
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可
（
平
成
三
十
年
三
月
二
十
八
日
青
森
県
告
示
第
二
百
五
十

一
号
）
の
事
業
地
に
変
更
な
し
。

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
浦

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
八
年
三
月
十
三
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
上
北
農
林
水
産
事
務
所
長

種

市

順

司
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青
森
県
営
農
大
学
校
告
示
第
一
号

青
森
県
営
農
大
学
校
条
例
（
昭
和
五
十
四
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
三
十
六
号
）
第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
短
期
の
研
修
を
行
う
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
営
農
大
学
校
長

松

江

利

英

一

研
修
の
種
類
、
期
間
、
受
講
者
の
定
員
等

１

農
業
機
械
利
用
技
能
者
育
成
研
修

研
修
の
種
類

期

間

受
講
者
の

定

員

受
講
対
象
者

摘

要

農
作
業
安
全

研
修
（
一
般

農
業
者
コ
ー

ス
）

令
和
八
年
七
月
二
十

七
日
か
ら
同
月
三
十

日
ま
で

各
九
人

一
般
の
農
業
者
及
び

農
業
関
係
者

大
型
特
殊
自
動

車
運
転
免
許
又

は
け
ん
引
免
許

（
い
ず
れ
も
農

耕
作
業
用
自
動

車
限
定
）
の
受

験

令
和
八
年
八
月
三
日

か
ら
同
月
六
日
ま
で

令
和
八
年
八
月
三
十

一
日
か
ら
九
月
三
日

ま
で

令
和
八
年
九
月
七
日

か
ら
同
月
十
日
ま
で

令
和
八
年
九
月
十
四

日
か
ら
同
月
十
七
日

ま
で

農
作
業
安
全

研
修
（
新
規

就
農
者
コ
ー

ス
）

令
和
八
年
十
月
五
日

か
ら
同
月
八
日
ま
で

各
九
人

新
規
就
農
者
（
就
農

か
ら
概
ね
五
年
以

内
）
及
び
社
会
人
の

就
農
希
望
者
（
受
講

後
、
二
年
以
内
に
就

農
を
予
定
）

令
和
八
年
十
月
十
九

日
か
ら
同
月
二
十
二

日
ま
で

令
和
八
年
十
一
月
九

日
か
ら
同
月
十
二
日

ま
で

農
業
機
械
整

備
研
修

令
和
八
年
十
一
月
五

日

二
十
人

農
業
者
及
び
農
業
関

係
者

ト
ラ
ク
タ
ー
の

点
検
整
備
及
び

修
理

特
別
研
修

市
町
村
長
又
は
農
業

関
係
団
体
等
の
長
と

協
議
の
上
、
そ
の
都

度
実
施
す
る
。

若
干
名

市
町
村
長
又
は
農
業

関
係
団
体
等
の
長
と

協
議
の
上
、
そ
の
都

度
決
定

２

あ
お
も
り
農
力
向
上
シ
ャ
ト
ル
研
修

研
修
の
種
類

期

間

受
講
者
の

定

員

受
講
対
象
者

摘

要

シ
ャ
ト
ル
コ

ー
ス

令
和
八
年
五
月
か
ら

令
和
九
年
二
月
ま
で

概
ね
五
人

新
た
に
農
家
等
で
研

修
を
行
う
就
農
希
望

者
で
、
研
修
終
了

後
、
本
県
で
の
独

立
・
自
営
就
農
又
は

農
業
法
人
等
へ
の
雇

用
就
農
が
確
実
に
見

込
ま
れ
る
者
で
あ

り
、
か
つ
就
農
予
定

時
の
年
齢
が
五
十
歳

未
満
の
者

研
修
品
目
は
、

原
則
と
し
て
野

菜
（
施
設
・
露

地
）
と
す
る
。

リ
カ
レ
ン
ト

コ
ー
ス

概
ね
十
五

人

既
に
農
家
等
で
研
修

中
の
就
農
希
望
者
又

は
就
農
後
概
ね
五
年

以
内
の
新
規
就
農
者

及
び
農
業
者
、
雇
用

就
農
者

二

所
要
経
費

次
の
経
費
は
、
受
講
者
の
負
担
と
す
る
。

１

農
作
業
安
全
研
修

一
般
の
農
業
者
及
び
農
業
関
係
者
は
、
研
修
に
使
用
す
る
燃
料
等
の
実
費
相
当
額

三
千
円

新
規
就
農
者
及
び
社
会
人
の
就
農
希
望
者
は
、
受
講
料
を
免
除

２

あ
お
も
り
農
力
向
上
シ
ャ
ト
ル
研
修

テ
キ
ス
ト
代
、
免
許
・
資
格
取
得
等
に
係
る
経
費
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